
2016年9月9日（金）開催 
 

社会保険事務講習会 
（厚生年金と国民年金の給付） 

2016年9月9日（金） 

１3：3０～１６：３０ 

発表用 
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はじめに 
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資料の説明 
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 2016/09/09（金）に開催された兵庫県社会保険協会主催の年金給付に関する「事務講習会」
のセミナ資料です。 



開催場所 

項目 内容 

場所 兵庫県中央労働センター 

住所 〒650-0011 
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号 
TEL  078-341-2271 
FAX  078-341-7332 
URL  http://hyogo-churou.com/ 

会場 大ホール 
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アジェンダ 

時間 内容 

１３：３０ 開会 

１３：３５ 講師紹介 
講義 老齢年金（前半） 

１５：００ 休憩 

１５：１０ 講義 老齢年金（後半）、障害年金、遺族年金 

１６：２０ アンケート記入 

１６：３０ 閉会 

※質疑応答は講習会閉会後に個別対応します。 
※会場の使用は１７時までとなります。 
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テキスト 
p.69～p.95 

（８５分） 

（７０分） 



資料ダウンロード 

6 

ホームページ http://www.yoshida-group.org 
メール info@yoshida-group.org 

吉田労務管理事務所 

本日は、基礎的な部分を補足するために資料を使います。 
上記からダウンロードして下さい。 



社会保険労務士とは… 
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社会保険労務士 

社会保険 

年金 

労災保険 

雇用保険 

健康保険等社会保険全般 

労務 

個別労働紛争 

就業規則 

給与計算 

ハラスメント対策 

雇用関係助成金申請 

その他労務関連全般 

 社会保険と労務管理の専門家です。 

 社会保険や労働諸法令に伴う事務代理
や帳簿類の作成等は独占業務となります。 

独占業務 

独占業務 

独占業務 

独占業務 

独占業務 

国家資格 

独占業務 



プロフィール 
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 吉田労務管理事務所 

 １９７０年（昭和４５年）創業の社会保険労務士事務所です。 
 事務所は、神戸市（三ノ宮）、加西市、加東市にあります。 

 特定社会保険労務士１名、社会保険労務士３名、行政書士１名、スタッフ３名で運営してお
ります。 

 現在は、社会保険労務士業務の他に、労働保険事務組合、行政書士事務所を併設してお
ります。 
 

ホームページ http://www.yoshida-group.org 

メール info@yoshida-group.org 

吉田労務管理事務所 



年金概要 
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P.69 （最上段） 年金概要 
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日本国憲法 （昭和二十一年憲法） 
第２５条 
第１項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 

第２項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進
に努めなければならない 



厚生年金と国民年金の違い（基本） 
国民年金 厚生年金 

加入期間 日本に住む２０歳以上～６０歳未満
の全ての人（高齢任意加入あり） 

厚生年金に加入している企業に勤める
７０歳未満の人（高齢任意加入あり） 

11 
出展：http://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/structure/structure03.html 



P.69 
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年金の支給 

給付される条件 国民年金 厚生年金 

【老齢の給付】 
一定の年齢に達すると受けられる年金 

老齢基礎年金 老齢厚生年金 

【障害の給付】 

病気やけがにより障害の状態になった
時に受けられる年金 

障害基礎年金 障害厚生年金 

【遺族の給付】 

被保険者等が亡くなった時に一定の遺
族が受けられる年金 

遺族基礎年金 遺族厚生年金 

 本日のセミナは下記の年金支給についてお話します。 

13 

国民年金だけに加入している人 

厚生年金に加入している人 

 国民年金、厚生年金は、密接に関連しているので、切り離して説明するのは困難なので、本日
は一緒に説明致します。 

 ただし、国民年金と厚生年金は別々のもので、支給要件や金額等、すべてが異なりますので、
今どちらの年金の話なのかを意識してお聞き下さい。 



老齢年金の裁定請求書 
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老齢厚生年金／老齢基礎年金 
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国民年金や厚生年金に加入していた人が退職したときなど、老後生活
の安定を図るために、国から支給される年金です。 
 

国民年金（老齢基礎年金）は、６５歳から支給されます。 

厚生年金（老齢厚生年金）は、生年月日に応じて、６０歳～６５歳から支
給が開始されます。 

  ※繰上げ支給／繰下げ支給可能 



P.69 

16 



老齢年金の請求から受取りまでの流れ 

６０歳に達する３ヶ月前 

年金請求書の用紙が 
郵送されてくる 

「年金請求書」に必要事項を記載し 
必要な書類を添付し提出（裁定請求） 

「年金証書・年金決定通知書」が交付 

希望の金融機関を通じて支払いが行
われる 

年金受給者として必要な届けを行う 
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１～２ヶ月 

１～２ヶ月 

住所変更や振込先口座の変更など 

６５歳から支給される人は６５歳に
達する３ヶ月前 

年金は請求しな
ければ受給する
ことができません 



年金請求（裁定請求）の提出先 
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厚生年金の加入期間あり 
（老齢厚生年金が受けられる人） 

国民年金のみの加入者で 
第３号被保険者期間あり 
（老齢基礎年金のみの人） 

国民年金の第１号被保険者
期間のみの加入者 
（老齢基礎年金にみの人） 

年金事務所 
 
または 
 
街角の年金相談 
センター 

市区町村 

役場でも
申請可能 

自営業のみ
だった人など 



年金事務所、街角の年金相談センターの場所（神戸西地区） 

19 
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年金事務所、街角の年金相談センターの場所（神戸東地区） 



街角の年金相談センター（社労士会が運営） 
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 街角の年金相談センターは、社会保険労務士会連合会が日本年金機構から委託を受けて、 
平成２２年１月４日から都道府県社労士会及び会員の社労士の協力を得て 運営を開始した年
金に関する相談所です。年金に関する唯一の国家資格者であり、 労働保険にも精通した社労
士の視点を取り入れた 「対面相談」による親切丁寧なご説明をモットーに、国民目線でのサービ
スを行っています。 

 街角の年金相談センターの業務内容 
・対面による年金相談や各種通知に関するお問い合わせなど（電話相談は行っておりません） 
・個人のお客様の年金給付に関するご請求や各種変更手続き 
・「年金手帳」「年金証書」などの再発行の受付(オフィスを除く) 
 
※「年金証書」の再発行の受付は一部のセンターでは行っておりません。 

裁定請求できます 



年金の支払日 

支払日 支払月分 

２月１５日 １２月、１月分 

４月１５日 ２月、３月分 

６月１５日 ４月、５月分 

８月１５日 ６月、７月分 

１０月１５日 ８月、９月分 

１２月１５日 １０月、１１月分 

※１５日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日に振り込まれます。 
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 年金は２ヶ月に１回支給されます。 

 老齢年金の場合は、裁定請求後、概ね５０日程度で支給が開始されます。 



P.69 
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ねんきん定期便 

（1）35歳、45歳、59歳以外の方 
 「ハガキ」の「ねんきん定期便」をお送りしています。 

（2）35歳、45歳、59歳の方 
 年金の受け取りに必要となる加入期間を確保するための節目となる年齢の方や、年金のご
請求を間近に控えた方には、「封書」の「ねんきん定期便」をお送りしています。 

24 



年金支給額算定（ねんきん定期便） 

25 

記録漏れ等の可能性あり 通常版 



Webからの調べ方（ねんきんネット） 
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ココ 



Webからの調べ方（ねんきんネット） 
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出展：http://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/webapps/www/info/detail.jsp?id=2426 
http://www.nozakiyuji.jp/%E7%AF%80%E7%A8%8E%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF/%E3%81%AD%E3%82%93%E3%81%8D%E3%82%93%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%
AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%B3%95/ 

 Webから申込をすると、郵送でIDが送付されてきまます
（５日程度） 

最新月まで確認できます。今だと２０１５年２月
の記録まで確認できます。 



年金支給額算定（ねんきんネット） 
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老齢年金 
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P.70 （上段） 
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原則 

例外 



６５歳下らの老齢年金（原則） 
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P.77 （65歳からの老齢年金-原則）  
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原則 

 平成１２年改正により、老齢年金支給開始年齢が６５歳に引上げられた。 

 高年齢者雇用安定法の改正平成２５年４月から６０歳を定年とする企業では、希望者全員を
６５歳まで雇用することが義務付けられた。 



P.72 （老齢年金の支給要件）  

33 

P.７２に記載されている内容は 
老齢基礎年金に対する支給要件です。 



P.72 （上段） 老齢年金の支給要件 
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２５年の要件❢ 



P.72 
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P.72 
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この期間が、年金額に反映されます 年金額には反映されませんが、 
２５年の要件には反映されます 



老齢年金の支給要件 
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 老齢基礎年金（国民年金）は、加入期間が通算２５年以上あれば支給されます。 

  ※受給資格期間は、消費税率１０％への引上げ時（平成２９年４月）から１０年に短縮される予
定です。 

 

 老齢厚生年金（厚生年金）は、老齢基礎年金の支給要件を満たしており、加入期間が１ヶ月
以上あれば支給されます。 

  ※特別支給の老齢厚生年金は１年以上の加入期間が必要となります。 

未加入期間 
国民年金 
未納期間 

合算対象期間 
（カラ期間） 

学生納付特例 
期間 

若年者納付 
猶予期間 

国民年金多段階 
免除期間 

育児休業中の 
厚生年金免除期間 

国民年金 
納付済み期間 

厚生年金 
被保険者期間 

受給資格期間にならない 

老齢基礎年金の受給資格期間（通算２５年以上必要） 

年金額に 
反映しない 

老齢基礎年金額計算対象期間 

（１号） （２号） 



老齢給付の支給要件（補足） 
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 （法改正）従来は、国民年金の任意加入者が保険料を収めなかった場合は未納期間として扱
われていましたが、平成２６年４月からは合算対象期間（カラ期間）として扱われます。 
 

 追納が行われない場合の学生納付特例期間および若年者納付特例期間は、合算対象期間と
同様、年金額に反映されない期間となります。 

 合算対象期間の一例 

 第２号被保険者（サラリーマンなど）としての
被保険者期間のうち２０歳未満の期間又は
６０歳以上の期間 

出展：http://www.tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/1006/p2.html 



保険料免除・納付猶予制度（国民年金） 
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 国民年金の保険料を納付するのが経済的に厳しい場合は、免除や納付猶予制度があります。 

名称 内容 

学生納付特例 申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。学生本人の所得が一定
額以下であることが条件です。親などの家族の所得の多寡は問いません。 
１０年間追納可能です。 

若年者納付猶予 ５０歳未満の国民年金の第１号被保険者であって、本人及び配偶者の前年
所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予する制度です。申請に
基づき適用されます（世帯主の所得は問いません）。１０年間追納可能です。 

本制度は平成17年4月から平成37年6月までの時限措置です。 
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶
予制度の対象となります。 

免除 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失
業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、
申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。 

免除される額は、全額、４分の３、半額、４分の１の四種類があります。１０年
間追納可能です。 

※国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1か月当たりの保険料は16,260円です（平成28年度）。 
※平成２７年度は、16,490円です。 
※国民年金保険料の「2年前納」制度もあります。 
※付加保険料400円 



保険料免除・納付猶予制度と年金額（国民年金） 
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受給資格期間への 
算入 

年金額への 
反映 

受給資格期間への 
算入 

納付 ○ ○ ○ 

全額免除 ○ ○（一部） ○ 

一部免除 ○ ○（一部） ○ 

若年者納付猶予 ○ △（追納により反映） ○ 

学生納付特例 ○ △（追納により反映） ○ 

未納 ☓ ☓ ☓ 

老齢基礎年金 
障害基礎年金 
遺族基礎年金 



P.70（最下段） 未払い保険料（国民年金） 
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 納付期限から２年が経過した国民年金の未納保険料については、時効により納めることができ
なくなります。 
 

 平成２７年１０月１日より過去５年間に限り、申し込みによって事後納付（後納）することが可能と
なっています（後納制度）。 
 

 後納制度の対象となるのは、過去５年以内の未納期間に限られ、古い保険料から順次納める
ことになります。（従来は過去１０年以内を納付できた） 
 

 この制度は平成３０年９月３０日までの３年間のみ有効です。 



国民年金の任意加入者 
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 ６０歳までに老齢基礎年金の受給資格期間（２５年）を満たしていない場合や、４０年の納付済
期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入
していないときは、６０歳以降（申出された月以降）でも任意加入することができます。 

  ただし、さかのぼって加入することはできません。 

1. 年金額を増やしたい方は65歳までの間→高齢任意加入 
 

2. 受給資格期間を満たす為に70歳までの間（昭和40（1965）年4月1日以前に生まれた人）
→高齢任意加入 
 

3. 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人 



P.78 老齢基礎年金の支給額 
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P.78 老齢基礎年金の支給額（満額以外）  
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国民年金は、未納月分が 
単純に減額されるだけの 

比例計算 

付加保険料は４００円 



老齢基礎年金の年金額（平成２８年度の額） 
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原則65歳から支給開始となります 

半
額 

２
／
８ 

６／８ 

780,100円 

年額780,100円 （月額65,008円） 



P.78  
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老齢基礎年金の加入期間 
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 加入可能年数とは、国民年金制度が始まった昭和36年（１９６１年）4月に、既に20歳以上になっ
ていた人は、60歳になるまで保険料を納めても40年にならないことから、昭和36（1961）年4月
から60歳に達するまでの期間について、すべて保険料を納めていれば満額の老齢基礎年金
が受けられます。その期間を加入可能年数といいます。 
 

 次の表のように生年月日に応じ決められております。 

生年月日 加入可能年数 

・・・ ・・・ 

昭和12年4月2日～昭和13年4月1日 36年 

昭和13年4月2日～昭和14年4月1日 37年 

昭和14年4月2日～昭和15年4月1日 38年 

昭和15年4月2日～昭和16年4月1日 39年 

昭和16年4月2日～ 40年 

今年７９歳 

今年７５歳 



P.78 ６５歳からの老齢厚生年金の額  

48 

６５歳からの老齢厚生年金の支給額の
説明です。 



６５歳からの老齢厚生年金（厚生年金の原則） 
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特別支給の老齢厚生年金を受けていた方が６５歳から受ける老齢基礎年金は、特別支給の老
齢厚生年金の固定額部分よりも低額になります。そこで、この差を補うために給付されるのが
「経過的加算額」です。 



６５歳からの老齢厚生年金 
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老齢厚生年金 

６５歳からの老齢厚生年金は、老齢基礎年金に上乗せされる形で受給
できます。その年金額は、６５歳になるまで受ける特別支給の老齢厚生
年金の報酬比例部分の計算式と同じです。なお、 ６５歳からの老齢厚
生年金には、受給繰下げの制度があります。 

経過的加算 

６５歳までの老齢厚生年金の定額部分は、老齢基礎年金よりも高額に
なります。そこで老齢基礎年金と定額部分の差額を経過的加算として
支給します。 

加給年金額 

加給年金額については、６５歳以降も加給年金額の対象者がいる場合
は受給できます。 
（特定の条件の配偶者や子など） 



P.７９ 振替加算 
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 配偶者が受けられている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象
者になっている方が６５歳になると、それまで配偶者が受取られていた加給年金額が打ち切ら
れます。この時、加給年金額の対象者であったご本人自身が老齢基礎年金を受けられる場合
には、一定の条件を満たした場合、ご本人の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替
加算といいます。 



特別支給の老齢厚生年金 
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P.71（下段） 

53 



P.73 特別支給の老齢基礎年金 概要 

54 

６０歳前半（６０～６４歳）の間に支給される老齢厚生年金
のことを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。 



老齢厚生年金の支給開始年齢 

55 

 原則 

 ６５歳から支給されます。 

 （例外） 特別支給の老齢厚生年金 

 当面の間、経過措置として、生年月日に応じて６０歳から６４歳の間で、老齢年金が支給さ
れます。 
 

 支給要件 

① 老齢基礎年金を受取るために必要な資格期間を満たしていること 
② 厚生年金の被保険者期間が１年以上あること 
③ 受給開始年齢に達していること（生年月日に応じて変わる） 



P.73 （中段） 
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「特別支給の老齢厚生年金」 はココ！ 

全ての講義が終わって 
から再確認！ 



特別支給の老齢厚生年金 
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今年７５歳 今年７０歳 

今年７３歳 今年６８歳 

今年７１歳 今年６６歳 

今年６９歳 今年６４歳 

今年６７歳 今年６２歳 

今年６３歳 今年５８歳 

今年６１歳 今年５６歳 

今年５９歳 今年５４歳 

今年５７歳 今年５２歳 

今年５５歳 今年５０歳 

【長期加入者特例】 
○対象者 
厚生年金の加入期間が、44年(528月)以上ある人 
 
○対象者の生年月日 
男性は、昭和16年４月２日～昭和36年４月１日生まれの人 
女性は、昭和21年４月２日～昭和41年４月１日生まれの人 

２０１６年の場合→ 



P.76 特別支給の老齢厚生年金の額 

58 

P.７６は、特別支給の老齢厚生年金の支給額の解説となります 



特別支給の老齢厚生年金の額 

59 

特別支給の 
老齢厚生年金 

報酬比例 
部分 定額部分 加給年金額 

出展：http://www.houya-jimusho.jp/tokubetu.php 

老齢基礎年金と同
額ではありません。 

配偶者加算 
子の加算 



P.76 特別支給の老齢厚生年金の額 
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 ６０歳前半（６５歳未満）の老齢厚生年金の額 



P.76 特別支給の老齢厚生年金の額 
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 ６０歳前半（６５歳未満）の老齢厚生年金の額 



P.76 特別支給の老齢厚生年金の額 
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 ６０歳前半（６５歳未満）の老齢厚生年金の額 



P.76 特別支給の老齢厚生年金の額 
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 ６０歳前半（６５歳未満）の老齢厚生年金の額 



P.76 特別支給の老齢厚生年金の額 

64 

 ６０歳前半（６５歳未満）の老齢厚生年金
の額 



特別支給の老齢厚生年金の額 
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 特別支給の老齢厚生年金(定額部分を受け取っている場合)または６５歳以上の老齢厚生年金
の受給者で、厚生年金保険の被保険者期間が２４０月（２０年）(中高齢の特例に該当する場合

を含む）以上の場合に、生計を維持している下記条件の配偶者または子がいるときは加給年
金額が加算されます。 

対象者 加給年金額 年齢制限 

配偶者 222,400円※ 
65歳未満であること 
（大正15年4月1日以前に生まれた配偶者
には年齢制限はありません） 

1人目・2人目の子 各222,400円 
18歳到達年度の末日までの間の子 
または1級・2級の障害の状態にある20歳未
満の子 3人目以降の子 各 74,100円 

※老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に32,800円～
164,000円が特別加算されます。 

③ 加給年金額 



特別支給の老齢厚生年金の額 

66 



在職老齢年金 

67 



P.75 在職老齢年金 

68 

 ６０歳以降で、会社で働きながら、老齢厚生年金を受給する場合、会社からの給料に応じて年
金が減額されます。 
 

 この制度（＝減額された老齢厚生年金のこと）を、「在職老齢年金」と呼びます。 
 

 国民年金（老齢基礎年金）は、この在職老齢年金の対象外です。また、同様に障害年金や遺
族年金も対象外です。 



P.75 在職老齢年金 

69 

６５歳以上でも同じ！ 
（P.７９） 



P.75  在職老齢年金 

70 



在職老齢年金（６５歳未満） 

71 

 老齢厚生年金を受給している人が、仕事をしながら給料をもらっている場合は、給料の額によ
り年金額の一部または全部が支給停止されます。 
 

 ６０歳以上６５歳未満と、６５歳以上の在職老齢年金では、計算方法が異なります。 

【６０歳以上６５歳未満の場合】 

基本月額＝老齢厚生年金の年金額（加給年金額を除く）÷１２ 
総報酬月額相当額＝その月の標準報酬月額＋その月以前１年間の標準賞与の総額÷１２ 

基本月額と総報酬月額相当額 支給停止額 

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が 
２８万円以下 

０（全額受給） 

総報酬月額相当額
が４６万円以下 

基本月額が 
２８万円以下 

（総報酬月額相当額＋基本月額－２８万円）÷２ 

基本月額が２８万円超 総報酬月額相当額÷２ 

総報酬月額相当額
が４６万円超 

基本月額が 
２８万円以下 

（４６万円＋基本月額－２８万円）÷２＋ 
（総報酬相当額－４６万円） 

基本月額が２８万円超 ４６万円÷２＋（総報酬相当額－４６万円） 



在職老齢年金（６５歳未満） 

72 
 年金事務所に確認すれば正確な年金額を教えてくれますので、実務上は問合せることになります。 

出展：事例でレベルアップ年金相談Q&A（社会保険研究所） 

（２８＋２－２８）×１／２＝１万円/月：支給停止額 

（３１＋２－２８）×１／２＝２．５万円/月：支給停止額 
 →年金が２万円/月なので、結果的に年金が全額支給停止される 



P.79 （65歳以上でも在職老齢年金となる） 
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在職老齢年金（６５歳以上） 
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４７ 

４７ 



繰上げと繰下げ 

75 

P.７４、７８ 



老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ（概要） 

76 

 老齢年金の支給開始年齢は、原則として６５歳からですが、希望すれば６０歳から受給すること
ができます。同様に７０歳まで支給を遅らせることも可能です。 

 付加年金も同時に繰上げ、繰下げされます。 
 

 老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げ、繰下げする必要があります。 

支給開始年齢 支給率 

繰上げ ６０歳～６４歳 繰下げ月数×０．５％ 
（最大３０％＝０．５％×５年×１２ヶ月） 

繰下げ ６６歳～７０歳 繰下げ月数×０．７％ 
（最大４２％＝０．７％×４年×１２ヶ月）※１ 

※１ 昭和１６年４月１日以前生まれは年単位、昭和１６年４月２日以降生まれは月単位 

（ご参考）高年法では６５歳までの希望者全員雇用が義務付けられています。 



老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ（表） 
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老齢基礎年金 繰上げ時の損益分岐点 

78 

 老齢基礎年金のみを受給する人が繰上げ請求をした場合、損益分岐点月を過ぎて受給する
と、６５歳からの通常受給のほうが受取総額が多くなります。 

出展：事例でレベルアップ年金相談Q&A（社会保険研究所） 

 例えば、６０歳まで繰上げ受給した場合、７６歳８ヶ月を超えて受給した場合（長生きした場合）、
トータルで損をすることになります。 



P.73 
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P.74 

80 



P.74 

81 



特別支給の老齢厚生年金の繰上げ 

82 

 特別支給の老齢厚生年金については、繰下げ支給制度は適用されません。 

繰上げ
部分 



P.78 65歳以降の繰下げ 

83 



６５歳以降の老齢厚生年金の繰下げ 

84 



雇用保険との調整 

85 



雇用保険（高年齢雇用継続給付）との併給調整 

86 

 老齢厚生年金を受給しながら、雇用保険から給付を受ける場合、老齢厚生年金が減額された
り支給停止されます。 
 

 対象となる年金は、 
  ① 特別支給の老齢厚生年金 
  ② 繰上げ支給の老齢厚生年金（報酬比例部分） 
  ③ 特別支給の退職共済年金 です。 

 
 老齢基礎年金は、調整されずに全額支給されます。 



雇用保険体系図と支給調整 

87 

（いわゆる失業保険） 
６５歳まで受給可能 

（６５歳以上の失業保険） 

（賃金低下時の補填） 

この２種類の給付に
対して年金が調整
されます。 



基本手当日額 × 所定給付日数 ＝ 失業給付金の総額  

雇用保険 基本手当（いわゆる失業保険）  

88 

 自己都合退社の場合 

 会社都合退社の場合（解雇、倒産など） 

 基本手当の額 

基本手当日額は、退職前
６ヶ月間の給料（ボーナス等
は除く）と年齢により計算さ
れます。 

６０歳以上 
６５歳未満 

※６５歳以上の場合は、基本手
当ではなく「高年齢求職者給付
金」が、一時金として支給され
ます。 



P.77 
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P.77 

90 



雇用保険（基本手当）との併給調整 

91 

 ６０歳～６５歳未満の特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の求職者給付（基本手当）は同
時に受けられません。 

※６５歳以上の場合は、基本手
当ではなく「高年齢求職者給付
金」が、一時金として支給され、
これは年金との併給調整があり
ませんので、両方支給されます。 



P.77 
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雇用保険（高年齢雇用継続給付）との併給調整 

93 

 原則として60歳以降の賃金が60
歳時点に比べて、75％未満に低
下した状態で働き続ける場合に支
給されます。 

 支給対象期間は、60歳に達した
月から65歳に達する月までです。 

出展：http://www.jjk.or.jp/pension/working.html 

 老齢厚生年金を受給しながら 



雇用保険（高年齢雇用継続給付）との併給調整 

94 

 高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が５年以上ある６０歳以上６５歳未満の雇
用保険の被保険者に対して、賃金額が６０歳到達時の７５％未満となった場合に、最高で減額
後の賃金の１５％が支給されます。 

     支給対象月の賃金の低下率が６１％以下の場合：「支給対象月の賃金×１５％」を支給 
     支給対象月の賃金の低下率が６１％超～７５％未満の場合：「支給対象月の賃金×一定の
割合（１５％～０％）」を支給 

     支給対象月の賃金の低下率が７５％以上の場合：支給されない 

賃金 
４０万円 

 例 

給料 
１５万円 

６０歳 

高年齢雇用継続給付 
２２，５００円 

１５万円×１５％＝２２，５００円 

賃金が６１％以下になった 



雇用保険（高年齢雇用継続給付）との併給調整 

95 

賃金の１５％を
支給 

４０万円 

１５万円 

１５万円×１５％＝２２，５００円 

２２，５００円×４０％＝９，０００円 



雇用保険（高年齢雇用継続給付）との併給調整 
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最適給与の考え方 

97 

 ６０歳から６５歳の従業員の雇用義務が会社に課せられるようになりました。 
 

 そこで、会社から支給される賃金は６０歳以降、減額されても在職老齢年金と高年齢雇用継続
給付金を組み合わせることで手取り額を大きく下げることのないように賃金を設計します。 



老齢年金の裁定請求 
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P.８０ 老齢年金の請求の仕方 

99 

「年金請求書」が事前送付される人 送付の時期 

６０歳に到達すると特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する人 ６０歳に達する３ヶ月前 

６５歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権が発生する人 ６５歳に達する３ヶ月前 

６５歳前に特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生しているにもか
かわらず、年金を請求していない人 

６５歳に達する３ヶ月前 

「年金請求書」（６０歳前に送付） ６０歳になったとき年金請求書で請求 

「年金に関するお知らせ」が送付される人 送付の時期 

６１歳以降に６０歳前半の老齢厚生年金（報酬比例部分）を受けられる
人 

６０歳に達する３ヶ月前 

日本年金機構が基礎年金番号で管理している年金記録だけでは、老
齢基礎年金等を受けるために必要な加入期間が確認できない人 

６０歳に達する３ヶ月前 

厚生年金の加入期間が１年に満たないため、特別支給の老齢厚生年
金の受給権がない人 

６０歳に達する３ヶ月前 



老齢給付の年金請求書 
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老齢給付の年金請求書の主な添付書類 

101 

用意する書類 注意事項 

年金手帳、基礎年金番号通知書または被保険者証  

年金証書 

戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民
票、住民票の記載事項証明書のいずれか 

雇用保険被保険者書 

高年齢雇用継続給付支給決定書 

老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届 

共済組合等年金加入期間確認通知書 

厚生年金保険被保険者期間調査結果回答書 

年金振込先の預金通帳 

印鑑 

 本人の必要書類 



老齢給付の年金請求書の主な添付書類 

102 

用意する書類 注意事項 

戸籍抄本  

世帯全員の住民票 

課税・非課税証明書 

在学証明書または学生書 子が学生の場合（義務教育の子については不要） 

診断書 子が障害の状態にある場合 

診断書の用紙は年金事務所または市区町村に備え付けの
ものを使用 
レントゲンフィルムが必要な場合（結核など）あり 

配偶者の年金手帳 

 配偶者や子がいる場合に別に必要な種類 



103 

休憩 

http://www.yoshida-group.org 



障害年金 

104 



P.83 
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P.８３  障害年金（国民年金／厚生年金） 

106 

１級 ２級 ３級 ３級よりやや軽い 

障害厚生年金 

障害基礎年金 

障害厚生年金 

障害基礎年金 

障害厚生年金 障害手当金 

 障害年金とは、国民年金や厚生年金に加入している方が病気や怪我で障害を負った場合に
支給される年金です。 
 

 厚生年金に加入している間の病気やけがが原因で障害が残ったときには障害厚生年金が支
給され、国民年金に加入している場合は障害基礎年金が支給されます。 
 

 障害の程度により１級から３級に分けられ、１級または２級の場合は、国民年金の障害基礎年金
が併せて支給されます。 

 加算 

障害厚生年金：１級または２級の場合は、配偶者加算があります。 

障害基礎年金：１級または２級の場合は、１８歳年度末までの子、または２０歳未満で１級また
は２級の障害の子がいる場合、加算されます。 

一時金 



P.70 障害基礎年金の支給条件 

107 



① 病気やけがの初診日が国民年金の加入期間
中にあること。※20歳前や、60歳以上65歳未満
（年金に加入していない期間）で、日本国内に
住んでいる間に初診日があるときも含みます。 
 

② 障害認定日に障害等級に該当すること 
 

③ 初診日の前日において、初診日の属する月の
前々月までの国民年金の被保険者期間中に保
険料納付済期間と保険料免除期間とを合算し
た期間が３分の２以上あること。  
 

【特例】初診日が平成３８年３月３１日以前で、初診
日に６５歳未満の場合、初診日の前日において初
診日の属する月の前々月までの１年間に保険料の
滞納がないこと。 

障害基礎年金の支給要件 

108 

障害 
基礎年金 

●こんなとき● ●支給の要件● 

国民年金加入中の
病気やけがで、１，
２級の障害が残った
とき 



① 初診日から５年を経過するまでに、その傷病が
治って３級よりもやや軽い障害が残っていること。 

② 上記②と③の要件を満たしていること 

① 病気やけがの初診日が厚生年金の被用者期間
中にあること 

② 障害認定日に障害等級に該当すること 

③ 初診日の前日において、初診日の属する月の
前々月までの国民年金の被保険者期間中に保
険料納付済期間と保険料免除期間とを合算し
た期間が３分の２以上あること。  

【特例】初診日が平成３８年３月３１日以前で、初診
日に６５歳未満の場合、初診日の前日において初
診日の属する月の前々月までの１年間に保険料の
滞納がないこと。 

P.８３ 障害厚生年金の支給要件 
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障害 
厚生年金 

障害 
手当金 

厚生年金加入中の
病気やけがで３級よ
りも軽い障害が残っ
たとき 

●こんなとき● ●支給の要件● 

厚生年金加入中の
病気やけがで、１，
２，３級の障害が
残ったとき 

※支給要件は基本的に障害基礎年金と同じ。障害基礎年金に上乗せする形で支給される 



P.83 障害認定日 
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障害認定日 
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 傷病が治っていない（症状固定していない）場合の障害認定日は、初診日から起算して１年６ヶ
月を経過した日となります。 
 

 初診日から１年６ヶ月を経過していなくとも、その間に傷病が治った（症状固定し療養の効果が
期待されない状態）ものであれば、治った（症状固定した）ものと認められた日となります。 

 「治った」とは、例えば肢体の一部を欠損した場合、欠損は回復しませんが、表面の傷などが完
治した場合も該当します。 
 

 障害年金を受給するには、障害認定日から３ヶ月以内の診断書が必要になります。 

初診日 １年６ヶ月 

傷病状態 

障害認定日 

傷病状態 

障害認定日 

治った日 

重要 



障害認定日の例 

 障害の程度が減退する見込みのない傷病による障害（下記）については、療養中であっても、
症状固定とみなされ、初診日から起算し１年６ケ月経過を待たずして、 特例的に障害認定日と
されます。 

1. 人工透析を開始して３ヶ月を経過した日 
2. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日 
3. 心臓移植、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器（ICD）または人工弁は、

移植日又は装着した日 
4. 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術日 
5. 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日 
6. 喉頭全摘出した日 
7. 在宅酸素療法を開始した日 
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P.85 

113 

障害年金が受けられる程度 



障害等級の例（一部抜粋） 
等級 障害の例 

１級 両眼の視力の和が０．０４以下のもの 
両上肢のすべての指を欠くもの 
両下肢を足関節以上で欠くもの 

２級 両上肢のおや指及び人差し指又は中指を欠くもの 
両下肢のすべての指を欠くもの 

３級 親指及び人差し指を併せ１上肢の４指の用を廃したもの 

障害手当金 １上肢の２指以上を失ったもの 

114 
出展：http://sn-tkj.com/faq-nenkin.html 

 障害等級は厚生年金も国民年金も同じです。 
 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手
帳の障害等級とは異なります。 

 労災の障害（補償）給付の障害等級とも異な
ります。 



障害等級の一例と併合認定 
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障害の例 等級など 

人工透析 人工透析を行っている場合は原則2級（主要症状、検査成績、日常生活状況等に
よってはさらに上位等級）に認定されます。 

心疾患 ペースメーカーの装着や心臓移植などは、病状に応じて３級から。 

 併合認定 
障害が複数ある場合にそれらの障害の程度を併せて等級判定をおこなうことができます。 



P.83 事後重症 
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事後重症 
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 障害認定日には、障害等級に該当しない場合でも、後日傷病が悪化して障害等級に該当した
場合は、障害年金の支給を請求することができます。 

 ６５歳を過ぎてからの請求はできません。 
 ６５歳なる前までに一度でも２級以上に該当したことがある方は、６５歳を過ぎても１級への額改
定請求が可能です。3級の障害厚生年金を受けている方（過去に支給事由を同じくする障害
基礎年金の受給権を有する方をのぞく）が65歳以上になったときは、年金額の改定の請求は
できませんので、ご注意ください。 

初診日 １年６ヶ月 

傷病状態 

障害等級 
不該当 

傷病状態 傷病状態 

請求 

傷病悪化 
障害等級に該当 

障害厚生年金 
障害基礎年金 

６５歳 

65歳以降の選択肢 

老齢厚生年金＋老齢基礎年金 

老齢厚生年金＋障害基礎年金 

障害厚生年金＋障害基礎年金 



P.83 
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障害特例の見直し 
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 障害者特例とは、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に達した障害等級１～３級の方が、
本来受け取ることができない「定額部分」の年金を受け取ることができるというものです。 

 平成２６年４月からは、障害年金受給権者については、請求時以降ではなく、障害状態にある
と判断されるときにさかのぼって障害特例の受給が可能になります。 

出展：http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_01.pdf 



P.84 障害年金の額 
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P.８４は、障害基礎年金、 
障害厚生年金の支給額の 
記載です。 



障害年金の額 
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障害厚生年金 障害基礎年金 

１級 （報酬比例の年金）×１．２５＋ 
（配偶者の加給年金額） 

９５７,１００円＋ 子の加算額 

２級 (報酬比例の年金額) ＋ (配偶者の加給年金額) ７８０,１００円＋ 子の加算額 

３級 (報酬比例の年金額) 
５７９,７００円に満たないときは、５８５, １００円 

- 

障害手当金 
（一時金） 

(報酬比例の年年金額) × ２ 
１,１７０,２００円に満たないときは、１,１７０,２００円 

- 

子の加算額 ２人目まで １人につき２２２,４００円 
  ３人目から １人につき７４,８００円 

加算額 

配偶者の加算額 ２２２,４００円 
老齢厚生年金、 
老齢基礎年金と同額 



労災保険との併給（同じ支給事由の場合） 
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 業務上の病気や怪我で労災を受けることができる場合は、障害年金が全額支給され、労
災給付が減額（併給調整）されます。 

 併給調整の割合は下表の通りです。 

 下表の一例で説明しますと、障害厚生年金を受け取っている人が同じ支給事由で障害補償年
金（労災年金）を受け取る場合は、厚生年金は全額受給し労災は０．７３の調整率がかけられ全
額を受け取ることはできません。しかし、障害厚生年金を受け取っている人が遺族補償年金
（労災年金）を受け取る場合、調整は行われません。従って、厚生年金・労災年金ともに全額受
け取れます。 

支給される年金 障害（補償）年金 遺族（補償）年金 

障害厚生年金及び障害基礎年金 0.73 - 

遺族厚生年金及び遺族基礎年金 - 0.80 

障害厚生年金 0.83 - 

遺族厚生年金 - 0.84 

障害基礎年金 0.88 - 

遺族基礎年金 - 0.88 



会社からの障害補償と障害年金の調整 
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 業務上の病気や怪我が原因で障害が残った際に、会社から労働基準法に基づく障害補償が
行われた場合は、障害厚生年金・障害基礎年金が６年間支給停止されます。 
 

 現実的には、会社から上記障害補償がされることはほとんどなく、労災保険が使用されます。 



２０歳前障害（国民年金）、うつなど 
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 先天的な知的障害者の場合は、『２０歳前障害』による障害基礎年金が支給されます。 

 ２０歳前障害の支給要件 

 ２０歳に達した時 
 ２０歳に達した後に障害認定日があるときは、その障害認定日 

 うつ病でも障害年金を受給することができる場合があります。 

 ２０歳に達した時、障害基礎年金の請求ができます。保険料の納付要件は問われません。 
 ２０歳までは、国から特別児童扶養手当が支給されます。 

 いずれにしても障害年金は、初診日が重要です。 



障害年金の失権 
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 障害年金は下記の場合に失権します。この条件は、厚生年金も国民年金も同じです。 

1. 死亡したとき 
2. 併合認定の規程の適用を受けるとき 
3. 障害厚生年金の障害等級１～３級に該当しなくなって支給停止となり、３年を経過したか、ま

たは６５歳に達したかいずれか遅いほう 

支給停止（３年間） 

６５歳 

▲失権 

▲失権 

▲障害等級不該当 

▲障害等級不該当 

支給停止（３年間） 



障害年金請求書 

126 

項目 内容 

提出時期 被保険者期間中に病気やけがを負い、治癒しないで１年６ヶ月経過したときに障
害が残ったとき、または、その病気やけがの症状が固定して障害が残ったとき 

提出者 請求者 

提出先  １年６ヶ月を経過した日または症状が固定したとき（障害認定日）に被保険者で
ある人は、事業所を管轄する年金事務所等 

 障害認定日に被保険者の資格を喪失していた人は、最後に勤務していた事業
所を管轄する年金事務所等 

 障害認定日に被保険者の資格を喪失していた人で、最後に加入した制度が厚
生年金以外の人は、住所地を管轄する年金事務所等。 

 なお、受付は全国どこの年金事務所でも行っています。 



P.86 
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 障害年金請求書 



障害年金請求書時の主な添付資料 
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書類 注意事項 

年金手帳、基礎年金番号通知書または被
保険者証 

戸籍抄本、戸籍記載事項証明書等の請求
者の生年月日についてあきらかにできる書
類 

受診状況等証明書 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が
異なる場合、初診日の確認のため 

診断書 障害認定日より、３ヶ月以内の現症のものを提出 

レントゲンフィルム 

病歴・就労状況等申立書 

年金証書 

第三者行為事故状況届 

課税または非課税証明書等 

子についての診断書 



遺族年金 
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P.88 遺族年金 

130 

 遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなったときに、残された遺族の生
活保障を目的に支給されるものです。 
 

 ２０１４年（平成２６年）４月から、夫にも遺族基礎年金が支給されることになりました。 



P.70 （最下段） 遺族年金の支給要件 

131 



遺族基礎年金の支給条件 
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●こんなとき● ●支給の条件● 

死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月
までの国民年金の被保険者期間中に保険料納付済
期間と保険料免除期間とを合算した期間が３分の２以
上あること。 

【特例】平成３８年４月１日前に死亡した場合は、死亡
日の前日において死亡日の属する月の前々月までの
直近の１年間に保険料の未納期間がないこと（ただし、
死亡日に６５歳以上であれば、この要件は適用されな
い）。 

国民年金の被保険者であっ
た者で、日本国内に住所を有
する６０歳以上６５歳未満の方
が死亡したとき 

老齢基礎年金を受けるための保険料納付の条件を
満たしているので、保険料納付状況は問題にされま
せん。 

国民年金の被保険者である
間に死亡したとき 

老齢基礎年金の受給資格期
間を満たしている者が死亡し
たとき 

老齢基礎年金の受給権者が
死亡したとき 



遺族基礎年金を受取ることのできる遺族 
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順位 受給権者 条件 

第１順位 配偶者・子 【配偶者】下記要件を満たす子と生計同一であること 
【子】１８歳年度末（１，２級障害時は２０歳未満）で婚姻をしていないこと 

 ２０１４年（平成２６年）４月から、夫にも遺族基礎年金が支給されることになりました。 
 

 死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は死亡の当時、死亡
した者によって生計を維持していたものとみなし、妻は、死亡の当時その子と生計を同じくして
いたものとみなされます。つまり、夫が死亡したときに、胎児以外に子がない妻は、夫の死亡時
点では遺族基礎年金の受給権はありませんが、その子（胎児）が生まれたときに、遺族基礎年
金の受給権を取得することになります。 
 

 生計同一とは、原則として住居と家計を同一にしている子供のことです。 



P.88 遺族厚生年金の支給要件 
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遺族厚生年金の支給条件（短期要件） 
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●こんなとき● ●支給の条件● 

死亡日の前日において、死亡日の属する月の
前々月までの国民年金の被保険者期間中に保
険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した
期間が３分の２以上あること。 

【特例】平成３８年４月１日前に死亡した場合は、
死亡日の前日において死亡日の属する月の前々
月までの直近の１年間に保険料の未納期間がな
いこと（ただし、死亡日に６５歳以上であれば、この
要件は適用されない）。 

厚生年金の被保険者資格を
喪失した後に、厚生年金の被
保険者である間に初診日が
ある病気やけがが原因で、初
診日から５年以内に死亡した
とき 

上記と同様の条件が必要になります。 

障害厚生年金を受けるための保険料納付の条件
を満たしているので、その死亡による遺族厚生年
金について保険料納付状況は問題にされません。 

１級または２級の障害年金の
受給権者が死亡したとき 

短
期
要
件 

厚生年金の被保険者である
間に死亡したとき 



遺族厚生年金の支給条件（長期要件） 
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老齢厚生年金を受けるための保険料納付の要件
を満たしているので、その死亡による遺族厚生年
金について保険料納付状況は問題にされません。 

長
期
要
件 

老齢厚生年金を受けている
人もしくは受けることの出来る
人、または老齢厚生年金を受
けるための加入期間を満たし
ている人 

●こんなとき● ●支給の条件● 



P.88 遺族厚生年金を受取ることのできる遺族 
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遺族厚生年金を受取ることのできる遺族 

138 

順位 受給権者 条件 

第１順位 配偶者、子  妻が受ける場合は年齢条件はありません。（ただし、平成１９年４月
からは、夫死亡時３０歳未満の子のない妻は、５年間の有期給付） 

 子は１８歳年度末（障害１，２級の場合は２０歳未満）で未婚の場合
に支給。 

 被保険者が死亡当時胎児だった子の場合は、生まれた時から支給。 
 夫が受ける場合は、５５歳以上（ただし支給は６０歳以上）。 

第２順位 父母 ５５歳以上（ただし支給は６０歳以上） 

第３順位 孫 １８歳年度末（障害１，２級の場合は２０歳未満）で未婚の場合に支給 

第４順位 祖父母 ５５歳以上（ただし支給は６０歳以上） 

※転給はありません。（労災の遺族（補償）年金と異なり、遺族厚生年金の受給権を喪失した場合、
次順位者に受給権が渡ることがありません） 
 
※配偶者は事実婚でも認められます。 
 
※子の遺族基礎年金と遺族厚生年金は、妻・夫に受給権がある間は支給停止されます。 



遺族厚生年金  配偶者の受給まとめ 

139 

妻 

夫 

子のない妻は５年間だけ 

３０歳未満 ４０歳～６５歳 

５５歳 

中高齢の寡婦加算 
                 || 
     子のいない妻 

受給権 

６０歳 

受給 

※遺族基礎年金には年齢による支給制限はないが、「１８歳年度末（１，２級障害時
は２０歳未満）で婚姻をしていない子」と生計同一であることが条件 
 

→例えば子供が１８歳年度末を過ぎると遺族基礎年金が支給停止されて、遺族厚
生年金だけになります。 



生計維持要件 
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 被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた者であって、
厚生労働大臣が定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものは、
被保険者または被保険者であった者と生計維持関係があるものと認定される。 

1. 前年の年収が８５０万未満であること 
2. 前年の所得が655.5万未満であること 
3. 一時的な所得があるときは、これを除いた後、１または２に該当すること 
4. 上記１～３には該当しないが、定年退職等の事情により近い将来年収が年額８５０万円

未満または所得が年額655.5万円未満となると認められること 



P.８９ 配偶者（妻・夫）や子が受ける遺族年金 
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配偶者（妻・夫）や子が受ける遺族年金 
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子のある配偶者が
受取る年金 

遺族厚生年金 

遺族基礎年金 

子が受取る年金 子のない中高齢の
妻が受取る年金 

その他の遺族が受
ける年金 

遺族厚生年金 

遺族基礎年金 

遺族厚生年金 遺族厚生年金 

中高齢の 
寡婦加算 

 子のある配偶者、または子のみが残されたときは、遺族厚生年金と遺族基礎年金が支給され
ます。 
 

 子のない中高齢の妻（夫死亡時４０歳以上）が残されたときは、遺族厚生年金と中高齢の寡婦
加算が支給されます。 
 

 父母、孫、祖父母が残されたときには遺族厚生年金のみが支給されます。 

例） 
２０代子のない妻（５年間のみ） 
３０代子のない妻 

例）２０代子のある妻 例）４０代妻 



P.８９ 遺族基礎年金の額 
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P.８９ 遺族厚生年金の額 
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遺族年金（基礎・厚生）支給額 
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受給権者 遺族厚生年金 遺族基礎年金 

配偶者 {(平均標準報酬月額）×7.5／1000×（平成15年
3月までの被保険者期間の月数）＋（平均標準
報酬額）×5.769／1000×（平成15年4月以降の
被保険者期間の月数）｝×1.031×0.961×3/4 

７８０，１００＋子の加算 

子 ７８０，１００＋子の加算 

父母、孫、 
祖父母 

- 

子の加算額 ２人目まで １人につき２２４,５００円 
  ３人目から １人につき７４,８００円 

例） 妻＋子供 ２人 ＝ ７８０，１００円＋４４９,０００円＝1,2２９,１00円 
     子のみ ３人      ＝ ７８０，１００円＋２９９,３００円＝1,0７9,４00円 

遺族基礎年金 子の加算額の計算方法 

 遺族厚生年金の支給額は報酬比例となります。支給額は老齢厚生年金の３／４です。 
 遺族基礎年金の支給額は、老齢基礎年金と同額です。 

 子供がいる場合に年金額が加算されるのは遺族基礎年金だけで、遺族厚生年金には子の加
算はありません。 



P.８９ 
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子がいない妻 



中高齢の寡婦加算（遺族厚生年金） 
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 夫が死亡したときに40歳以上で子のない妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になる
までの間、中高齢の寡婦加算（定額）が加算されます。 

 妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。 
 加算される額は、年額585,100円（平成28年度）で、遺族基礎年金の３／４に相当する額となり
ます。 

妻４０歳 

出展： http://allabout.co.jp/gm/gc/13499/2/ 

※夫の死亡後、４０歳になった時に遺族基礎年金の支給対象となる子がいる場合も中高齢寡婦
加算が支給されます。 

妻４０歳 



失権（年金がもらえなくなる時） 
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 受給している人が死亡した時 
 再婚したり、離縁、養子になった場合など 

 
 これ以外に遺族厚生年金の失権パターンは色々とあります。例えば、夫の死亡時に30歳未満
で子のある妻は遺族基礎年金と遺族厚生年金を上記失権事由に該当するまでもらえますが、
30歳に達する前に、子が死亡すると、その時点で遺族基礎年金は受給できなくなります。そう
なると、その時点から5年間のみ遺族厚生年金が支給されますが、その後は一切支給されなく
なります。 

夫死亡 

遺族基礎年金 

遺族厚生年金 

子死亡 妻３０歳 

５年間 



P.89 
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P.71 
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寡婦年金、死亡一時金 
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 国民年金の遺族関連の給付として寡婦年金と死亡一時金があります。これらは遺族基礎年金
と併給できませんので、注意が必要です。 



P.90 
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遺族年金請求書時の主な添付資料 
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用意する書類 注意事項 

死亡者の年金手帳、基礎年金番号通知書または被保険者証 

年金証書 

戸籍謄本（記載事項証明書） 

死亡診断書 

請求者の診断書及び 
レントゲンフィルム 

年金証書 

課税または非課税証明書等 

印鑑 

年金受給権者死亡届 

未支給年金・保険給付請求書 



離婚時の厚生年金の分割制度 
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P.92 
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離婚分割（合意分割と３号分割） 
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 この制度は「厚生年金保険の部分」に限りますので、「国民年金」に相当する部分や、「厚生年
金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象にはなりません。 
 

 「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度です。将来受け取る予定の年金金額の２分
の１をもらえる制度ではなく、保険料の納付実績の分割を受けるという制度です。 
 

 分割された年金を受取るには、ご自身の２５年の要件を満たす必要があります。 
 

 「婚姻前の期間」の分は反映されません。 

 主に想定されているのは、サラリーマンの夫を持つ熟年離婚された専業主婦の方です。このよう
な方は、長年専業主婦として家庭を守って来られたにもかかわらず、厚生年金の保険料は全て
夫が納付したことになります。夫婦二人で力を併せて厚生年金を払ってきたと考えれば、妻に
取っては不平等が大きくなります。この状態を避けるための制度です。 



P.92 
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離婚分割（合意分割と３号分割）（表） 
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合意分割 ３号分割 

分割の対象とな
る離婚等 

平成１９年４月１日以降に 
① 離婚した場合 
② 婚姻の取消をした場合 

③ 事実婚の解消をしたと認められ
た場合 

平成２０年５月１日以降に、 
① 離婚した場合 
② 婚姻の取消をした場合 

③ 離婚の届出をしていないが、事実上
離婚したと同様の事情にあると認め
られた場合 

分割される対象 婚姻期間中の当事者の厚生年金の
標準報酬 

平成２０年４月１日以降の国民年金の第
３号被保険者期間中の相手方の厚生年
金の標準報酬 

分割の方法 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬
が多い方から少ない方に対して、標
準報酬を分割 

厚生年金の被保険者であった方（第２
号被保険者）からあ、第３号被保険者で
あった方に対して標準報酬を分割 

分割の割合 当事者の合意または裁判手続きによ
り定められた分割の割合（２分の１が
上限） 

２分の１で固定 

手続きの方法 当事者の一方による請求 
請求期限（原則、離婚等をした日の翌日
から起算して2年以内）を経過していない
こと。 

第３号被保険者または第３号被保険者
であった方による請求 



離婚分割と３号分割（補足） 
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 離婚時の前月までの期間が分割の対象となるため、例えば、平成２２年５月に離婚した場合、
平成２２年４月までの標準報酬が分割されることになります。 
 

 請求書の提出先はいずれも年金事務所です。 
 

 離婚成立時から２年以内に請求する必要があります。それを過ぎると時効により請求できなくな
ります。 



P.９２ 離婚分割と３号分割の手続き 
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年
金
分
割
の
た
め
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情
報
提
供
請
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「年
金
分
割
の
た
め
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情
報
通
知
書
」の
交
付 

分
割
に
つ
い
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当
事
者
の
話
合
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合意 

合意 
できない 

家庭裁判所での
審判または調停 

年
金
分
割
の
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「
標
準
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酬
改
定
通
知
書
」
の
交
付 

３
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分
割
の
請
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３
号
分
割
の
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求
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 離婚時の年金分割を行うにあたって、夫婦の一方あるいは双方から、離婚前または離婚後に年金事務所で情報提供を
請求できます。 

 合意分割改定請求と３号分割改定請求を同時に行う場合は、合意分割改定請求用の標準報酬改正請求書のみの提出
で請求が可能です。 



共済年金と厚生年金の一元化 
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おわりに 
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用語集 
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名称 内容 

裁定請求 年金の支給を国に請求すること。 

事実婚 戸籍上は夫婦関係にないが、実質的に夫婦としての生活を営んでいること。 

１号被保険者 国民年金の被保険者の区分で、自営業者など下記２号、３号以外。 

２号被保険者 国民年金の被保険者区分で、サラリーマンなど。 

３号被保険者 国民年金の被保険者区分で、サリーマンなどの妻（夫）。 

繰上げ支給 年金を６５歳よりも前にもらい始めること。 

繰下げ支給 年金を６６歳以降にもらい始めること。 



お勧めコンテンツ 
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 iTurns U  日本年金機構のパンフレット 


